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 【法令のあらまし】 

＊ 趣旨・目的 

 職業安定局の中に派遣・有期労働対策部という部署を新しく設置し、雇用政策の充実を

図る。 

 

＊ 要旨 

１ 労働基準局勤労者生活部を廃止し、職業安定局派遣・有期労働対策部を設置する。 

（第2条関係） 

２ 労働基準局が勤労者生活部を廃止するにあわせ、労働基準局の所掌事務を変更する。 

（第7条、第59条、第61条〜第63条及び第69条〜第72条関係） 

３ 職業安定局が派遣・有期労働対策部を設置するにあわせ、職業安定局の所掌事務を変

更する。 

（第8条、第73条〜第76条及び第79条〜第84条関係） 
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